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別 記 
 

第１ 結論 

   本件措置請求を棄却する。 

 

第２ 請求の内容 

 １ 措置請求人（以下「請求人」という。） 

   省 略 

 

 

 

 

 ２ 受付日 

   平成２９年１月１２日 

 

 ３ 請求の要旨 

   別添１「千葉県住民監査請求書」(以下「請求書」という。)のとおり。

ただし、請求書に添付された書類は省略した。 
 

第３ 監査委員の除斥 

   山中操委員及び横堀喜一郎委員は、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号。以下「法」という。）第１９９条の２の規定により、本件措置請求の

監査には関与しなかった。 
 

第４ 陳述の聴取及び監査の実施 

 １ 請求の受理 

   本件措置請求について、法第２４２条第１項及び第２項に定める要件に

適合しているか審査を行い、平成２９年１月２０日、受理することを決定

した。 

 

 ２ 監査対象事項 

   請求書、請求人の陳述等を総合すると、本件措置請求は、千葉県議会議

員（以下「県議会議員」という。）１４名（以下「本件各議員」という。）

に対して平成２７年度に交付された政務活動費のうち「ドイツ等３国への

海外見聞旅行」及び「イギリス等４国への海外見聞旅行」に充てられた政
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務活動費について、本件各議員の支出が千葉県政務活動費の交付等に関す

る条例（平成１３年千葉県条例第１号。以下「政務活動費条例」という。）

に定める活動の経費に該当していないことから不当利得であり、千葉県知

事（以下「知事」という。）が、当該不当利得に係る返還請求権を行使し

ないことが「財産の管理を怠る事実」であると主張しているものと解され

る。 

   したがって、政務活動費の交付等に係る事務を所掌している千葉県総務

部財政課（以下「財政課」という。）を監査対象機関とし、本件各議員に

交付した政務活動費に関して不当利得返還請求権が発生しているか否か、

また、その行使を怠る事実があるか否かについて、監査を実施した。 

 

 ３ 請求人の陳述の聴取 

   法第２４２条第６項の規定により、請求人に証拠の提出及び陳述の機会

を設けたところ、請求人は、平成２９年２月１日及び同月２日に陳述書を

提出し、同月２日に陳述を行った。陳述の要旨は、次のとおりである。 

 （１）「現地調査又は先進地視察実施報告書」において、職・氏名が公表さ

れている公人を墨塗りしたのは、明らかに千葉県情報公開条例（平成  

１２年千葉県条例第６５号）に反した行為である。 
    このことは、情報公開の規定を順守する意識が、議会ぐるみで欠けて

いると指摘されることはもちろんとして、政務活動費による海外視察（海

外調査）がいかに計画性がなく、実施がずさんであり、また、ＰＤＣＡ

の視点での取組にも欠けている証拠である。 
    その結果、目的の精査など事前の計画策定が見られない。実施に当た

っては、報告を公表する前提での取材をせず、取材対象者への公表の可

否の確認をしていない。実施後は、成果の報告文書を作成せず、成果の

県政への反映及びその結果の取りまとめ、そして評価、公表をしていな

い。 
    今回の海外調査等は、個々の議員が実施したものであるから、これら

の評価などは、同一の報告ではありえず、成果も異なるものでなければ

ならない。 
    これらの検証ができる報告が存在していないことから、この海外調査

に伴う政務活動費の請求は、不当利得と言わざるを得ないのである。 

 （２）千葉県議会会議規則（昭和３５年千葉県議会規則第１号）第７３条   

は、調査には「調査の事項」「調査の目的」「調査の方法」をあらかじめ

議長に通知しなければならないことを定めている。政務活動費は、法第

１００条、つまり議会の調査権のための補助金であるから、当然「調査

研究費」を支出できる調査には「調査の事項」「調査の目的」「調査の方

法」が明示されなければならないが、報告書には「調査の事項」「調査の

方法」の記載がなく、調査活動が全くされていない。 
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    「有害鳥獣対策」「木質バイオマス発電」「欧州のエネルギー政策」に

ついて、当該議員たちが千葉県議会で議題にしたり、提案したり、賛否

を表明したりした記録はなく、「県政、地方行政、地方財政等に関する調

査研究」に当たらない。 
    研修であれば、研修報告書を一人一人が自分で書かなければならない

が、「現地調査又は先進地視察実施報告書」は全員が全く同じものをコピ

ーしていることから、「研修費」による先進地視察であったとも言えない。 
    平成２８年４月１８日から同月２７日までの１０日間にイギリス等海

外見聞活動が実施されたのに、その費用を平成２７年度の政務活動費か

ら支出したことは会計年度違反であり、違法である。 
    政務活動費は補助金であり、本来なら年度初めに議員は調査研究等の

テーマとこれに要する費用の見積りを記載した交付申請書を提出しなけ

ればならず、年度末には調査研究等の実績報告書、根拠資料等を領収書

等と一緒に提出しなければならない。そして、事前の承認内容との整合

性や領収書のチェックを経て交付額が確定することになる。 

 （３）今回の住民監査請求の中では、特に調査研究費、研修費の問題点を指

摘する形で監査をしていただきたい。関係部署では、調査研究費、研修

費の解釈をきちんとやってこなかった。 
    監査委員においては、当たり前のことを正しく監査し、結果を出して

いただきたい。 

 （４）平成２８年８月から１０月にかけて新聞で、海外視察の報告書が参加

者間で同一の内容であることが常態化しており、議員も議会事務局も慣

例だから問題はないとしていると報道された。議会事務局の見解は、報

告書の内容はどこに行き、誰と話をしたか等、領収書を補完するもので

あるが、個人の成果まで求めるものではないとのことである。法が改正

され、議長に政務活動費の使途を透明化する努力義務が明記されたが、

これを全く認識していない。 
    議会事務局の見解は現金主義だが、手引等に具体的に記載があるもの

ではなく、根拠が非常に不明確である。現金主義では、政務活動費の支

出をしたその時点で計上するもので、管理するに当たっては手間がかか

らない。反面、活動の事実と支出の事実との関連性が分かりづらい。使

途の透明性の確保の見地から、活動の事実と支出の事実との関連性を明

確にすることは重要である。政務活動費は活動事実が使途基準に合致し

て初めて許される。特に海外視察では支出が先行するのはおかしいと思

う。 
    請求書の不当利得一覧表その２では、支出は、平成２８年２月２９日

から３月１７日までであり、実際に視察に行ったのが同年４月１８日か

ら同月２７日までである。支出を基準にするから会計年度は平成２７年

度で処理されている。請求書の不当利得一覧表その１では、支出は、平
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成２７年５月７日から同月１７日までであり、実際に視察に行ったのが

同月１９日から同月２８日までである。こちらは視察、支出とも平成  

２７年度に行われている。不当利得一覧表その１の視察は１０日くらい

前に支出している。不当利得一覧表その２の視察も、１０日くらい前に

支出すれば平成２８年度の支出になる。１か月半も前に支出しなければ

ならない合理的な理由があるのか、なぜ議会事務局はチェックしなかっ

たのか。 

 

 ４ 執行機関による陳述の聴取 

   平成２９年１月２５日、本件措置請求に係る執行機関の陳述の内容を記

載した書面の提出を求めたところ、同年２月１日付け千議総第５５１号に

より、住民監査請求に対する意見書と題する書面（以下「意見書」という。）

が別添２のとおり提出された。 

   同月２日、知事から陳述を聴取したところ、意見書のとおり陳述した。 

 

 ５ 監査の概要 

 （１）平成２９年２月１７日に実施した監査の概要 

    平成２９年２月１７日、監査対象機関である財政課に対して監査を行

った。質疑応答の概要は以下のとおりである。 

   ア 政務活動費の調査研究費における「現地調査」及び研修費における

「先進地視察」について 

     政務活動費条例にはどちらも定義されておらず、国語辞典によれば

調査とは「事柄を明確にするために調べること」、視察とは「実地につ

いて状況を見極めること」とあり、どちらにも共通する意味合いが含

まれているものと考えられ、明確な違いはないと考えられる。 
     報告書に関しても、千葉県政務活動費の交付等に関する規程（平成

１３年千葉県議会告示第２号。以下「政務活動費規程」という。）の

規定する様式は「現地調査又は先進地視察実施報告書」として同一の

様式を示しており、また、「政務活動費の手引き」の運用指針の中で、

現地調査を行うに当たっての留意点は具体的に記載してあるが、先進

地視察については「「現地調査」の例による」と記載してある。このこ

とからも明確な違いはないものと考えられる。 
     また、議員が行う政務活動は、一つの行為であってもある側面から

見れば調査と評価され、別の側面から見れば研修と評価され得るもの

と考える。議員がどのような方法で政務活動を行うかについて、事前

に網羅的に規定することは難しいと考えており、個別詳細な定義は設

けず、いずれの属性のものとして整理、説明するのかは議員の合理的

な判断に委ねられているものと考える。 

   イ 現地調査について 
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   （ア）平成２７年５月１９日から同月２８日までのドイツ、チェコ及び

オーストリアでの現地調査（以下「ドイツ外２国での現地調査」と

いう。）の内容及び県政との関連性等について 

      ドレスデンにある議事堂は、市民に開かれた議事堂というのをコ

ンセプトに設計された建物であり、ここでは議会の概要、議事堂の

設計コンセプト、民間や学会による施設の利用状況の説明を受け、

質疑、施設の視察を行っている。議会棟の利活用の調査であるため、

本県の議会の運営との関係が認められる。 
      オオカミ情報センター及びオオカミ研究センターでは、ドイツ政

府が取り組んでいるオオカミを活用した生態系の再生、有害鳥獣対

策、オオカミと人との共生などについて説明を受け、視察をし、質

疑を行っている。本県における重要課題である有害鳥獣対策を検討

する上で参考にする旨の報告を受けており、県政との関連性が認め

られる。 
      在チェコ日本国大使館においては、チェコ国内における外国資本

の投資状況、日本企業の進出状況などの説明を受けるとともに、意

見交換を行っている。県内企業の海外展開について参考にする旨の

報告を受けており、県政との関連性が認められる。 
      ギュッシング市のギュッシングリニューアブルエナジー社におい

ては、バイオマス発電プラント及び木材乾燥プラントを訪問し、同

市における木質バイオマス発電等の再生可能エネルギーの導入に

伴う企業進出、雇用拡大、税収の増加などの説明を受けた後、木質

バイオマス発電プラントの稼働状況、同エネルギーの活用状況を視

察し、質疑を行った。また、木質チップをガス化して発電効率を向

上させる装置やガスをバイオ軽油に変換できる装置など最先端の

技術を持つ再生可能エネルギー研究施設も視察した。さらに、シュ

トレム市のバイオマス発酵プラントでは、再生可能エネルギーの研

究開発の状況や、野菜クズ、牧草を利用したバイオマス発酵プラン

トによる熱供給、電力供給の運転状況についての説明を受けている。

県内においてバイオマスを活用した再生可能エネルギーの導入を

検討する上で参考にする旨の報告を受けており、県政との関連性が

認められる。 
      在オーストリア日本国大使館では、世界屈指の林業や環境対策を

実施しているオーストリアの林業や関連産業の現状、再生可能エネ

ルギー促進の取組などの政策について説明を受けるとともに、意見

交換を行っている。県内における林業関係産業の振興、森林環境の

保全、バイオマスを活用した再生可能エネルギーの導入を検討する

上で参考にする旨の報告を受けており、県政との関連性が認められ

る。 
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   （イ）平成２８年４月１８日から同月２７日までのイギリス、フラン  

ス、スイス及びフィンランドでの現地調査（以下「イギリス外３国

での現地調査」という。）の内容及び県政との関連性等について 

      日本で電力供給の責任を担ってきた事業者である東京電力のロン

ドン事務所については、欧州におけるエネルギー政策の情勢・課題

について把握していることから訪問し、欧州のエネルギー・気候変

動政策、欧州における電力供給の全体像、電力自由化の導入状況と

今後の方向性、イギリスの原子力情勢について説明を受け、質疑を

行っている。電力の安定供給、固定価格買取制度など、世界でも先

行して電力自由化を導入した欧州の現状と課題について情報を把

握しておくことは有意義であり、本県における電力の安定供給、電

源構成の在り方、再生可能エネルギー発電所の電力系統への接続問

題、固定価格買取制度の影響などの対応を検討する上で参考にする

旨の報告を受けており、県政との関連性が認められる。 
      英国原子力産業協会（ＮＩＡ）はイギリスの原子力産業の協会で

あり、原子力に対する市民意識の把握や市民への情報提供を行って

おり、イギリスのエネルギーシフト、原子力への転換の全体像を把

握していることから訪問している。ここではイギリスの原子力発電

の現状と将来像、固定価格買取制度などの電気市場について説明を

受け、質疑を行っている。イギリスでは一時原子力政策の推進を停

止していたが、電力自由化によるベースロード電源の割合の減少に

対応するために原子力発電所の新設に踏み切っている。これからの

電源構成の在り方等について情報交換し、本県における電源構成の

在り方、再生可能エネルギー拡大の影響、固定価格買取制度の影響

などの対応を検討する上で参考にする旨の報告を受けており、県政

との関連性が認められる。 
      サンタンデールサイクルズは、ロンドンオリンピックを契機に定

着が図られたレンタサイクルである。このステーションを訪問し、

施設の設置状況及び運営方法について現地の状況を確認している。

東京オリンピック・パラリンピックが開催される幕張メッセ周辺は

高低差が少なく自転車政策を推進するには最適地であることを踏

まえ、県内における環境対策、地域振興策を推進する上での自転車

の活用の参考にする旨の報告を受けており、県政との関連性が認め

られる。 
      一般社団法人海外電力調査会欧州事務所は、電力事業者とは異な

る視点で欧州の電力事情について幅広い調査を行っている。こちら

では欧州におけるエネルギー政策と電力供給の全体像、電力自由化

の導入と課題等について説明を受け、質疑を行っている。日本にお

いては２０２０年に電力自由化を控えているが、その影響は電気料
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金の引き下げなどメリットばかりの報道となっている。しかしなが

ら、欧州の自由化の現実を見ると、事業者や需要家にとって厳しい

現実が現れているということで、電力事業者と立場を異にする調査

機関との意見交換をすることは重要であり、本県における電力の安

定供給、電源構成の在り方、再生可能エネルギーの影響などへの対

応を検討する上で参考にする旨の報告を受けており、県政との関連

性が認められる。 
      ヴェリブは、パリ市が自動車での移動を減らして大気汚染を軽減

することを目的に始めたセルフサービスのレンタサイクルサービ

スである。このレンタルステーションを訪問し、施設の設置状況及

び運営方法について現地の状況を確認したとのことである。ヴェリ

ブは世界一の規模を誇るサービスであり、事業も円滑に運営されて

いることから、日本でもこのヴェリブを参考にレンタサイクル事業

を導入した地域もある。本県への導入も視野に入れて現地の状況を

確認した旨の報告を受けており、イギリスのサンタンデールサイク

ルズと同様に、県政との関連性が認められる。 
      グランリヨンは、日本の国立研究開発法人新エネルギー・産業技

術総合開発機構（ＮＥＤＯ）が実施する、世界でも先行したスマー

トコミュニティ実証事業であり、日本企業も参加している。ここで

はプロジェクトの概要説明を受け、質疑を行った後、事業対象であ

るＨＩＫＡＲＩビルの概要説明及びプロジェクトの全体像の説明

を受け、質疑を行っている。エネルギーの有効活用だけでなく、高

齢社会への対応など幅広い観点から進められるスマートコミュニ

ティ事業であり、世界でも先行した実証実験の場所において、本県

の柏市にあるスマートコミュニティと対比しながらの意見交換は

意義深く、日本で一番速いスピードで高齢化が進む本県においてス

マートコミュニティの把握、施策への反映というのは重要なテーマ

の一つであるため、県政との関連性が認められる。 
      ヴューレンリンゲン中間貯蔵施設及びモンテリ岩盤研究所は、ス

イスでの核燃料サイクルにおける主要な施設であり、ここでは施設

概要についての説明を受け、質疑を行った後、廃棄物の処理施設と

中間貯蔵施設を視察し、研究施設や研究結果の説明を受けている。

日本においては使用済核燃料の最終処分場の建設は全都道府県が

対象となっており、海外で先進的に進められている最終処分場の建

設や、地域の住民の理解を得るための活動について調査しておくこ

とは肝要であり、事前に対応を検討しておく旨の報告を受けており、

県政との関連性が認められる。 
      在スイス日本国大使館の一等書記官から、翌日に視察をする予定

のベルンエネルギーセンターやパークアンドライド施設の概要、ス
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イスのエネルギー政策の概要について説明を受け、質疑を行ってい

る。 
      ベルンエネルギーセンターは木質バイオマスボイラー発電施設等

を活用し、地域への熱、電力供給を担う設備である。ニューフェル

ド駐車場はパークアンドライド施設として運営されており、ここで

は施設の設置状況や運営方法について現地の状況を確認し、また、

ベルン駅と連接しているトラムの駅とトロリーバス、ガスによるバ

スの停留所が一体となった施設を視察するとともに、公共交通機関

の運転状況を確認している。再生可能エネルギーの導入、交通施策

としてのパークアンドライドの導入、自動車からライトレール等へ

のモーダルシフトなど、本県における施策展開を検討する上で参考

にする旨の報告を受けており、県政との関連性があると認められる。 
      オンカロ中濃度レベル廃棄物施設及びオンカロ展示施設は、世界

のトップランナーとして最前線で使用済核燃料の最終処分場の調

査研究を進めており、ここでは中・低レベル廃棄物施設のプールを

視察し、キャニスターを最終処分する際の模型を活用した説明を受

け、展示施設を視察しながら質疑を行っている。スイスでの核燃料

サイクルに関する調査と同様、本県における核燃料サイクルへの対

応を検討する上で参考にする旨の報告を受けており、県政との関連

性が認められる。 
      フィンランド雇用経済省では、フィンランドのエネルギー政策の

概要と原子力政策について説明を受けるとともに、質疑を行ったと

のことである。また、在フィンランド日本国大使館では、欧州にお

けるエネルギー政策や原子力政策等について意見交換を行い、フィ

ンランドのエネルギー政策の概要と再生可能エネルギー及び原子

力政策の概要などについて説明を受けている。フィンランドはロシ

アからの天然ガス供給を熱源とする発電所が設置されているが、ウ

クライナ問題に起因するロシアからの天然ガスの供給途絶などエ

ネルギーセキュリティ上大きな問題を抱えている状況にあるため、

原子力発電所の建設によりベースロード電源の確保策を進めてい

るとのことである。日本はエネルギー自給率約５パーセントで、フ

ィンランドと同様にエネルギーセキュリティ上大きな課題を抱え

ているため、エネルギーセキュリティを確保するための方針や対策

について日本と比較しながら意見交換を行うことは意義があり、本

県における電力安定供給、電源構成の在り方、再生可能エネルギー

の拡大の影響、核燃料サイクルへの対応などを検討する上で参考に

する旨の報告を受けており、県政との関連性が認められる。 
      イギリス外３国での現地調査は、県議会議員が会派横断的に結成

している「千葉県資源エネルギー問題懇話会」のメンバーにより行
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われており、基本的には資源エネルギー問題を中心とした調査を行

っていると理解している。日本の新たなエネルギー政策は国が示す

ものであるが、本県としても国内でも重要な電源県として、火力発

電所等の立地、再生可能エネルギー、太陽光発電等、様々な形で発

電所が建設されており、国内外の情勢を踏まえ、総合的なエネルギ

ー政策について明確なスタンスを持った上で、議会として国への意

見書の提出なども職責としてあるものと考えている。 

   ウ 政務活動費の按分について 

     「政務活動費の手引き」の中で「一つの経費に政務活動以外の活動

に伴う経費が含まれている場合は、当該経費に一定の割合を乗ずるな

ど実態に応じて按分したうえで政務活動費を充てなければならない。」

と解説されている。 
     今回の２件の現地調査については政務活動に要した時間とそれ以外

の活動に要した時間の割合で確認し、それぞれドイツ外２国での現地

調査については５０パーセント、イギリス外３国での現地調査につい

ては９０パーセントの按分率とした旨の報告を受けている。 

   エ 政務活動費による支出の年度の区分について 

     政務活動費条例の第１１条、政務活動費の返還について定めている

規定の文中に「その年度において行った政務活動費による支出」とあ

り、ここで「その年度において行った」が修飾しているのは「支出」

である。また、政務活動費条例及び政務活動費規程において、政務活

動費の支出の原因となる事実がその年度中に発生していることを要

するという規定はない。 

     このことから、本県においては支出の計上時期を現金の支出時とす

る、いわゆる現金主義を基本として、領収書の日付で処理をしている

ところである。 

     年度末及び年度当初には前払いや後払いが発生することが考えられ、

それぞれの例として前払いとしては雑誌の年間購読料や事務機器の

年間使用料の支払など、後払いとしては公共料金の支払などがある。 

     平成１８年２月の名古屋高裁及び平成１８年１１月の東京高裁にお

いて、政務調査費の支出に当たっては、現金主義により当該支出を認

めるという判示もある。 

 （２）その他 

    請求書の添付書類につき照合確認を行ったところ、ドイツ外２国での

現地調査の参加議員について、「領収書貼付用紙」及び「現地調査又は

先進地視察実施報告書」と「領収明細書」とで一部異なった金額が記載

されていたので、知事に対して説明を求めたところ、誤記である旨の説

明があった。 
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第５ 認定した事実 

   執行機関に対して行った陳述の聴取、監査等を総合し、以下の事実を認

定した。 

 １ 政務活動費制度及び交付手続について 

 （１）政務活動費条例及び政務活動費規程の制定等について 

    平成１２年に、地方議員の調査活動基盤を充実させる観点から、調査

研究費等の助成を制度化する法の一部改正が行われ、「普通地方公共団

体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究に資する

ため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、

政務調査費を交付することができる。」ものとされた。 

    千葉県（以下「県」という。）では、法の一部改正を受けて、平成    

１３年２月定例千葉県議会に条例案が議員発議され、全会一致により千

葉県政務調査費の交付等に関する条例（平成１３年千葉県条例第１号。

以下「政務調査費条例」という。）が制定された。 

    政務調査費条例に基づき、千葉県政務調査費の交付等に関する規程（平

成１３年千葉県議会告示第２号。以下「政務調査費規程」という。）が

制定され、政務調査費条例と併せて平成１３年４月１日から施行された。 

    また、政務調査費の制度発足後、政務調査費の使途の透明性の確保が

より強く求められたことを受けて、平成２１年度交付分の政務調査費か

ら、収支報告書、領収書その他の証拠書類、会計帳簿及び「現地調査又

は先進地視察実施報告書」の写しを閲覧の対象とする趣旨の政務調査費

条例及び政務調査費規程の一部改正が行われ、平成２１年４月１日から

施行されているところである。 

    なお、政務調査費条例及び政務調査費規程の一部改正を受けて新たに

「政務調査費の手引き」が作成され、平成２１年４月１日から運用され

ている。 

    その後、平成２４年９月に法が一部改正され、「政務調査費」は「政

務活動費」と名称変更し、交付目的も「議員の調査研究に資するため」

から「議員の調査研究その他の活動に資するため」と改められた。また、

「当該政務活動費を充てることができる経費の範囲は、条例で定めなけ

ればならない。」とされ、議長は「政務活動費については、その使途の

透明性の確保に努めるものとする。」とされた。 

    県では、法の一部改正を受けて、政務調査費条例及び政務調査費規程

が一部改正された政務活動費条例及び政務活動費規程が平成２５年３月

１日より施行され、平成２５年度の交付分から適用されているところで

ある。 

    また、併せて「政務調査費の手引き」も「政務活動費の手引き」とし

て改訂され、平成２５年度交付分から運用されている。 
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 （２）政務活動費を充てることができる経費の範囲 

    法第１００条第１４項において、「普通地方公共団体は、条例の定め

るところにより、その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため

必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務

活動費を交付することができる。この場合において、当該政務活動費の

交付の対象、額及び交付の方法並びに当該政務活動費を充てることがで

きる経費の範囲は、条例で定めなければならない。」とされている。 

    上記の法の規定を受けて、政務活動費条例第２条第１項において、「政

務活動費は、会派及び議員が実施する調査研究、研修、広聴広報、要請

陳情、住民相談、各種会議への参加等県政の課題及び県民の意思を把握

し、県政に反映させる活動その他の住民福祉の増進を図るために必要な

活動に要する経費に対して交付する。」と規定されており、また、政務

活動費条例第２条第２項においては「政務活動費は、別表に定める政務

活動に要する経費に充てることができるものとする。」と規定し、別表

において政務活動費を充てることのできる経費を調査研究費、研修費、

会議費、資料購入費、資料作成費、広報費、事務所費、事務費、人件費

及びその他の政務活動に必要な経費の１０項目に分類している。このう

ち本件措置請求に関係する調査研究費及び研修費の内容は以下のとおり

である。 

区分 項目 内容 

一 調査研

究費 

会派又は議員が行う県政、地方行政、地方財政等に関

する調査研究に要する経費で、おおむね次に掲げるも

のをいう。 

一 他の機関に調査研究を委託する場合における準備

のための会議に要する経費、委託の経費その他これ

らに類する経費 

二 自ら県民を対象としたアンケート調査等を実施す

る場合における準備のための会議に要する経費、ア

ンケート用紙等の郵送及び返信に要する経費、調査

結果の検討及び取りまとめに要する経費その他これ

らに類する経費 

三 政策等の調査研究又は立案を目的として議員で結

成した団体の運営又は研究に対する補助に要する経

費又は当該団体に所属する議員の会費 

四 現地調査を行う場合における準備のための会議に

要する経費、旅費、自動車等の借上げに要する経費、

調査結果の取りまとめに要する経費その他これらに

類する経費 
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二 研修費 会派又は議員が研修会、講演会等（以下「研修会等」

という。）又は先進地視察を実施する場合に要する経

費又は研修会等又は先進地視察に参加する場合に要す

る経費で、おおむね次に掲げるものをいう。 

一 会派又は議員が研修会等を実施する場合における

準備のための会議に要する経費、資料の作成に要す

る経費、会場及び機器の借上げに要する経費、結果

の取りまとめに要する経費、講師等への謝礼その他

これらに類する経費 

二 他団体が実施する研修会等に議員本人、議員が雇

用する職員若しくは秘書又は会派が雇用する職員が

参加する場合に要する参加負担金、旅費その他これ

らに類する経費 

三 会派又は議員が先進地視察を実施する場合におけ

る準備のための会議に要する経費、旅費、自動車等

の借上げに要する経費、視察の結果の取りまとめに

要する経費その他これらに類する経費 

四 他団体が実施する先進地視察へ議員が参加する場

合における参加負担金、視察の結果の取りまとめに

要する経費その他これらに類する経費 

 （３）政務活動費の支出に当たっての運用指針について 

    政務活動費の支出に当たっての判断基準として、「政務活動費の手引

き」の中で運用指針を定めている。 

   ア 政務活動に要する経費各項目別の運用指針 

     「政務活動費の手引き」においては、政務活動に要する経費の項目

ごとに運用に当たっての指針を定めており、本件措置請求に関係する

調査研究費及び研修費については以下のように規定されている。 

   （ア）調査研究費 

     ａ 調査研究を委託する場合の取扱い 

       他の機関に調査研究を委託する場合は、委託する調査の内容、

委託先、委託金額等を記載した「委託契約書」及び調査結果報告

書等の「成果物」を支出証拠書類として整理保管しておかなけれ

ばならない。 

     ｂ 議員で結成した団体の取扱い 

       団体を結成した場合は、規約、事業報告書等を整理保管し、結

成の目的、実施事業、代表者等を明らかにしておくことが必要で

ある。 

       また、議員で結成した団体の運営等に要する経費に政務活動費

を充てることができるのは、政務活動に伴い支出した実費とし、
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充当した政務活動費については、当該団体の会計報告書、成果品、

その他説明責任を果たせる資料によりその内容を明らかにする

とともに、これらの関係書類を支出証拠書類として整理保管して

おかなければならない。 

       なお、当該団体の活動内容が、調査研究又は立案以外の政党活

動等に及ぶ場合は、それらの経費に政務活動費を充てることはで

きない。 

     ｃ 「現地調査（海外調査を含む。）」を行うに当たっての留意点 

       現地調査（海外視察を含む。）を実施した場合は、「現地調査

又は先進地視察実施報告書（政務活動費規程別記第９号様式）」

を提出。 

       また、「現地調査」を行うに当たっては、調査の目的を明確に

するとともに、現地において調査した結果等を支出証拠書類とし

て整理保管しておかなければならない。 

     ｄ 「旅費」についての取扱い 

       特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例（昭和

３１年千葉県条例第２７号。以下「旅費条例」という。）により

定められた金額を基準とし、それぞれ以下のとおりとする。 

      ・交通費＝鉄道賃、航空賃、バス賃等の実費とする（グリーン料

金、スーパーシート代は認められる。）。 

      ・宿泊費＝旅費条例により、議員が宿泊した場合に認められた金

額を上限とする。 

           なお、調査の相手方等との懇親会等に要した経費につ

いては認められない。 

      ・昼食費＝自己負担すべき経費であり、認められない。 

     ｅ 「自動車等の借上げに要する経費」についての取扱い 

      ・借上げ料＝レンタカー等の借上げ期間中に現地調査以外の目的

で使用した場合は、走行距離等による按分が必要で

ある。 

      ・ガソリン代＝借上げ料の扱いに同じ。 

      ・有料道路代＝借上げ料の扱いに同じ。 

      ・駐車場代＝現地調査に伴うもの以外は認められない。 

      ・タクシー代＝公共交通機関の利用を原則とするが、合理的な理

由がある場合に限り認められる。利用した場合は、

領収書貼付用紙の「領収書の補足説明」欄に利用

区間又は利用区域並びに利用した理由を記載す

ることとする。 

     ｆ その他の経費 

      ・同行者の扱い＝専門的知識等を有する者の同行が必要な場合及
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び議員の身体的な支障から介護のための同行

が必要な場合以外については、同行者に係る経

費に政務活動費を充てることはできない。 

      ・手みやげ代＝調査先及び調査協力者等への手みやげ代について

は、政務活動費を充てることはできない。 

     ｇ 海外における「現地調査」を実施する場合は、特に次の点に留

意しなければならない。 

      ・旅費＝旅費条例の例により、航空運賃、交通費、宿泊料、空港

使用料等を対象とする（支度料、旅券交付手数料、査証

手数料については除く。）。 

          ※航空運賃について、旅費条例の例によりビジネスクラ

スの利用は認められているが、フライト時間がおおむね

４時間を超える場合や体調面等に支障がある場合に限

り、ビジネスクラスの利用料金に政務活動費を充てるこ

ととする。 

           なお、上記のほかビジネスクラスを利用した場合は、

エコノミークラスの料金相当額との差額について自己

負担とすることとする。 

      ・行程＝行程の中で公的機関等を訪問の上現地の状況を聴取する

などの調査活動に伴う経費が対象であり、単に知識、素

養を得る目的で観光地等を視察して回る、観光旅行と受

け取られかねないものについては政務活動費を充てる

ことはできない。 

           行程の中にそのような日程が含まれている場合は、按

分により公的機関等を訪問した日程に係る経費のみに

政務活動費を充てなければならない。 

          ＜例＞海外滞在期間４日間のうち、観光地視察が１日間

含まれている場合 

             往復の航空運賃＝３００，０００円 

             海外滞在中経費＝４００，０００円 

                     （宿泊費、交通費等） 

             合計      ７００，０００円 

             （３００，０００円＋４００，０００円）×３日 

               ／４日＝政務活動費充当額５２５，０００円 

   （イ）研修費 

     ａ 「研修会等」を実施（開催）する場合の取扱い 

      ・目的の明確化＝開催の目的及び内容が、政党活動、選挙活動等

と受け取られるおそれのあるものについては

政務活動費を充てるべきではない。 
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      ・会場の選定＝公費である政務活動費を充てるにふさわしい会場

を選定し、高額な会場借上げ料を必要とするよう

な場所を選定することは望ましくない。 

       「研修会等」を開催した場合は、領収書貼付用紙の「領収書の

補足説明」欄にその内容、開催場所等を記載するか、又は開催案

内等を添付することとする。 

     ｂ 「研修会等」に参加する場合の取扱い 

       参加するための旅費等の取扱いについては「一 調査研究費」

の例による。 

       「研修会等」に参加した場合は、領収書貼付用紙の「領収書の

補足説明」欄にその内容、開催場所等を記載するか、又は開催案

内等を添付することとする。 

     ｃ 「先進地視察（海外視察を含む。）」を行うに当たっての留意

点 

       「先進地視察」を行うに当たっては、「現地調査」の例による。 

   イ 政務活動費を充てることができない経費 

     「政務活動費の手引き」において、政務活動費を充てることができ

ない経費が次のとおり例示されている。 

   （ア）政党活動に伴う経費 

     ＜例＞ 党大会への賛助金・参加旅費等の経費、政党広報誌・パン

フレット・ビラ等の印刷・発送経費、政党事務所の設置・維

持経費など 

   （イ）選挙活動に伴う経費 

     ＜例＞ 選挙ビラ作成、各種団体への支援依頼活動等選挙に係る全

ての経費 

         特に、選挙運動期間中における政務活動（政務活動費を充

てる場合）については、誤解を招くおそれがあるため十分な

配慮が必要である。 

   （ウ）後援会活動に伴う経費 

     ＜例＞ 後援会広報誌・パンフレット・ビラ等の印刷・発送経費・

後援会主催の「報告会」等開催経費など 

   （エ）議会公務に伴う経費 

     ＜例＞ 議会定例会・臨時会・委員会等に出席するための経費及び

委員会視察に伴う経費など 

   （オ）私的活動に伴う経費 

     ＜例＞ 冠婚葬祭費、宗教活動に伴う経費、観光・レクリエーショ

ンに伴う経費、個人の立場で加入している団体の会費（町内

会費等）、趣味娯楽のための書籍・雑誌・ＤＶＤ等の購入費

など 
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   （カ）資産の形成につながる経費 

     ＜例＞ 事務所等の不動産購入及び資産価値を高める改修等の経費、

自動車・高額な事務用備品等（取得価格が原則としておおむ

ね３０万円以上）の購入に伴う経費など 

   （キ）飲食費 

     ＜例＞ 茶菓代のほか、昼食代、夕食代、会議に付随した飲食を伴

う懇親会の経費など、飲食に係る一切の経費 

   （ク）その他 

     ＜例＞ 名刺代（政務活動に係る海外視察等に使用するための名刺

は除く） 

         各種会議等を開催する場所として不適当な場所（居酒屋、

スナック等）における会議等経費 

         政務活動に資することのない会議等への出席に係る経費 

         政務活動に寄与しない団体に対して納める年会費等 

         手みやげ代 

         広報紙やホームページ等における議員の宣伝的要素（比較

的大きい顔写真、過度のプロフィール等）に係る経費 

         自己所有物件及び生計を一にしている親族の所有物件の賃

借料 

         事務所の賃借に係る敷金、保証金 

         事務所の環境整備に係る経費（絵画、生け花等） 

         自動車の維持管理に係る経費（修理費、保険料、車検費用、

メンテナンス費用など） 

   ウ 経費の按分 

     「政務活動費の手引き」においては、一つの経費に政務活動以外の

活動に伴う経費が含まれている場合は、当該経費に一定の割合を乗ず

るなど実態に応じて按分した上で政務活動費を充てなければならな

いとされている。 

     按分すべき経費は、政務活動費条例の別表に定める１０項目の経費

全てに及ぶものであるが、按分割合を算出する際に基準となるものと

して、「時間」、「日数」、「面積（スペース）」、「距離」等が考

えられ、合理的に説明可能な按分が必要であるとされている。 

   エ 議員の説明責任 

     「政務活動費の手引き」においては、「政務活動費は公費が充てら

れることから、会派及び議員はすべての支出に関し説明を求められた

場合において、支出証拠書類によりその支出の妥当性を説明すべき責

務を負うもの」とされている。 

 （４）県における政務活動費の交付手続等 

    会派及び議員への交付手続等は、以下のとおりである。 
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   ア 政務活動費の交付を受ける会派は、まず、政務活動費条例第６条第

１項及び政務活動費規程第２条第１項の規定により、議長に次の（ア）

ないし（オ）の５項目を記載した会派結成届を提出する。 

   （ア）会派の名称 

   （イ）代表者の氏名 

   （ウ）政務活動費経理責任者の氏名 

   （エ）所属議員数 

   （オ）所属議員氏名 

   イ 議長は、前記アの提出があった会派及び政務活動費の交付を受ける

議員について、４月１日における会派の所属議員名その他別に定める

事項を政務活動費条例第７条第１項の規定により、毎年度、知事に通

知する。 

   ウ 知事は、前記イの通知を受け、政務活動費条例第８条の規定により、

当該年度の政務活動費の交付を決定する。 

   エ 交付決定を受けた会派及び議員は、政務活動費条例第９条第１項及

び政務活動費規程第４条の規定により、四半期分の政務活動費を請求

する。ただし、一の四半期の最初の月又はその翌月に議員の任期が満

了する場合は、任期が満了する日が属する月までの月分の政務活動費

を請求する。 

     知事は、政務活動費条例第９条第２項の規定により、当該請求に基

づき、政務活動費を会派及び議員に交付する。 

   オ 年度が終了したときは、会派及び議員は、政務活動費条例第１０条

第１項から第４項までの規定により年度の末日の翌日から起算して

３０日以内に、また、議員の任期満了、議会の解散あるいは、年度途

中での会派の解散があったとき等は、これらの事由が発生した日の翌

日から起算して３０日以内に、収支報告書に領収書その他の証拠書類

の写し等を添付して議長に提出する。 

     また、政務活動費条例第１０条第５項の規定により、会派及び議員

は、議長に提出した収支報告書及び同条第４項各号に掲げる書類に訂

正がある場合は、速やかに当該収支報告書等を修正しなければならな

い。 

     議長は、収支報告書等の提出があったときは、政務活動費条例第  

１３条第１項の規定により、会派又は議員に対し、政務活動費に関し

必要な報告を求め、又は関係する書類の調査を行うことができる。 

   カ 議長は、提出された収支報告書の写しを政務活動費規程第７条の規

定により知事に送付する。 

   キ 知事は、前記カの収支報告書の写しにより千葉県補助金等交付規則

（昭和３２年千葉県規則第５３号）第１４条の規定による交付額の確

定を行う。 
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   ク 知事は、政務活動費条例第１１条の規定により、会派又は議員が前

記エで交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派又は議員がその

年度において行った政務活動費による支出の総額を控除して残余が

ある場合は、当該残余の額に相当する額の政務活動費の返還を命ずる

ことができる。 

   ケ 会派及び議員は、政務活動費規程第８条により、政務活動費の支出

について、証拠書類等を整理保管し、当該政務活動費の収支報告書を

提出すべき期間の末日の翌日から起算して５年を経過する日の属す

る年度の末日まで保存しなければならない。 

   コ 議長は、政務活動費条例第１２条第３項の規定により、収支報告書

等に記載されている情報のうち千葉県議会情報公開条例（平成１３年

千葉県条例第４９号）第８条に規定する不開示情報を除き、閲覧に供

する。 

 

 ２ 政務活動費に係る会計処理について 

   政務活動費に係る会計処理は、知事が知事部局（財政課）併任職員とし

て任命した県議会事務局職員に行わせている。 

 

 ３ 県議会議員に交付された政務活動費について 

 （１）平成２７年度は４月に千葉県議会議員選挙があったことから、当選し

た議員に対して政務活動費条例第５条の規定により平成２７年５月から

平成２８年３月までの政務活動費が交付された。 

 （２）年度終了後、議員は、議長に対し、収支報告書に支出証拠書類を添え

て提出し、議長は収支報告書を取りまとめ、その写しを平成２８年５月

１２日に知事へ送付した。 

 （３）知事は、平成２８年５月１８日に政務活動費の額を確定し、精算手続

を行った。 

 

 ４ 本件措置請求に関する政務活動費について 

   ドイツ外２国での現地調査及びイギリス外３国での現地調査については、

以下のとおりであった。 

   なお、後記（１）ウ及び（２）ウについては、知事が参加議員から聴取

したものである。 

 （１）ドイツ外２国での現地調査について 

   ア 参加議員 

     参加議員は、酒井茂英千葉県議会議員、石橋清孝千葉県議会議員、

實川隆千葉県議会議員、川名寛章千葉県議会議員、 本充千葉県議会

議員、佐藤正己千葉県議会議員及び佐野彰千葉県議会議員の７名であ

った。 
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   イ 現地調査に要した経費の内訳について 

     現地調査に要した経費は以下のとおりであり、政務活動に要した時

間とそれ以外の活動に要した時間の割合で確認し、按分率は５０パー

セントとした。 

     なお、宿泊費については旅費条例により上限額が規定されており、

その範囲内で充当が認められているところであるが、本件現地調査に

おいては、プラハ、ドレスデン及びウィーンで上限額を超えていたこ

とから、以下の表に記載した宿泊費については上限額を基準に積算し

ている。 

     また、前記第４ ５（２）のとおり誤記があったことから参加議員

において内容を精査したところ、政務活動費の充当額に誤りがあった

ため、参加議員から修正された収支報告書が議長に提出され、平成 

２９年３月２日付けで議長から知事に送付された。 

   （ア）酒井茂英千葉県議会議員 

支出内容 要した経費の額 備考 

航空運賃 ６７７，９６０円 

成田～プラハ、ウィーン～

成田 

ビジネスクラス利用 

宿泊費 １５８，１００円 

プラハ３泊、ドレスデン２

泊、ウィーン２泊、ギュッ

シング１泊 

借上げバス ７７，０００円 ９日間 

通訳 ４６，０００円 １名 ５日間 

経費総額 ９５９，０６０円 
領収書の日付 

平成２７年５月７日 

政務活動費

充当額 
４７９，５３０円  

   （イ）石橋清孝千葉県議会議員 

支出内容 要した経費の額 備考 

航空運賃 ３４７，９６０円 

成田～プラハ、ウィーン～

成田 

エコノミークラス利用 

宿泊費 １５８，１００円 

プラハ３泊、ドレスデン２

泊、ウィーン２泊、ギュッ

シング１泊 

借上げバス ７７，０００円 ９日間 

通訳 ４６，０００円 １名 ５日間 
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経費総額 ６２９，０６０円 
領収書の日付 

平成２７年５月８日 

政務活動費

充当額 
３１４，５３０円  

   （ウ）實川隆千葉県議会議員 

支出内容 要した経費の額 備考 

航空運賃 ３４７，９６０円 

成田～プラハ、ウィーン～

成田 

エコノミークラス利用 

宿泊費 １５８，１００円 

プラハ３泊、ドレスデン２

泊、ウィーン２泊、ギュッ

シング１泊 

借上げバス ７７，０００円 ９日間 

通訳 ４６，０００円 １名 ５日間 

経費総額 ６２９，０６０円 
領収書の日付 

平成２７年５月８日 

政務活動費

充当額 
３１４，５３０円  

   （エ）川名寛章千葉県議会議員 

支出内容 要した経費の額 備考 

航空運賃 ３４７，９６０円 

成田～プラハ、ウィーン～

成田 

エコノミークラス利用 

宿泊費 １５８，１００円 

プラハ３泊、ドレスデン２

泊、ウィーン２泊、ギュッ

シング１泊 

借上げバス ７７，０００円 ９日間 

通訳 ４６，０００円 １名 ５日間 

経費総額 ６２９，０６０円 
領収書の日付 

平成２７年５月７日 

政務活動費

充当額 
３１４，５３０円  

   （オ） 本充千葉県議会議員 

支出内容 要した経費の額 備考 

航空運賃 ３４７，９６０円 

成田～プラハ、ウィーン～

成田 

エコノミークラス利用 
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宿泊費 １５８，１００円 

プラハ３泊、ドレスデン２

泊、ウィーン２泊、ギュッ

シング１泊 

借上げバス ７７，０００円 ９日間 

通訳 ４６，０００円 １名 ５日間 

経費総額 ６２９，０６０円 
領収書の日付 

平成２７年５月７日 

政務活動費

充当額 
３１４，５３０円  

   （カ）佐藤正己千葉県議会議員 

支出内容 要した経費の額 備考 

航空運賃 ６７７，９６０円 

成田～プラハ、ウィーン～

成田 

ビジネスクラス利用 

宿泊費 １５８，１００円 

プラハ３泊、ドレスデン２

泊、ウィーン２泊、ギュッ

シング１泊 

借上げバス ７７，０００円 ９日間 

通訳 ４６，０００円 １名 ５日間 

経費総額 ９５９，０６０円 
領収書の日付 

平成２７年５月８日 

政務活動費

充当額 
４７９，５３０円  

   （キ）佐野彰千葉県議会議員 

支出内容 要した経費の額 備考 

航空運賃 ３４７，９６０円 

成田～プラハ、ウィーン～

成田 

エコノミークラス利用 

宿泊費 １５８，１００円 

プラハ３泊、ドレスデン２

泊、ウィーン２泊、ギュッ

シング１泊 

借上げバス ７７，０００円 ９日間 

通訳 ４６，０００円 １名 ５日間 

経費総額 ６２９，０６０円 
領収書の日付 

平成２７年５月１７日 

政務活動費

充当額 
３１４，５３０円  

   ウ 現地調査の内容について 
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     参加議員の説明によれば、現地調査の内容等は以下のとおりとのこ

とであった。 

   （ア）平成２７年５月２０日午後３時から午後４時３０分まで、ドイツ

のドレスデンにあるザクセン州の議事堂において、議会広報担当か

ら議会の概要、議事堂の設計コンセプト、民間や学会による施設の

利用状況の説明を受け、質疑及び施設の視察を行った。 

   （イ）同月２１日午前１０時から午後４時３０分まで、ドイツのリーチ

ェンにあるオオカミ情報センター及びオオカミ研究センターにお

いて、ザクセン州環境農林省の担当者からドイツ政府が取り組んで

いるオオカミを活用した生態系の再生、有害鳥獣対策、オオカミと

人との共生などについて説明を受け、その後、各担当者からの説明

を受けながら視察を実施し、質疑を行った。 

   （ウ）同月２２日午後４時から午後５時３０分まで、在チェコ日本国大

使館において、在チェコ公使からチェコ国内における外国資本の投

資状況、日本企業の進出状況などの説明を受けるとともに意見交換

を行った。 

   （エ）同月２５日午後１時から午後４時まで、オーストリアのギュッシ

ングにあるギュッシングリニューアブルエナジー社木質バイオマ

ス発電プラント及び木材乾燥プラントにおいて、担当者から、ギュ

ッシング市における木質バイオマス発電等の再生可能エネルギー

の導入に伴う企業進出、雇用拡大、税収の増加などの説明を受けた

後、木質バイオマス発電プラントの稼働状況及び同エネルギーの活

用状況を視察し、質疑を行った。また、再生可能エネルギー研究施

設において、木質チップをガス化し発電効率を向上させる装置やガ

スをバイオ軽油に変換できる装置など最先端の技術を持つ施設を

視察した。 

   （オ）同月２６日午前９時から正午まで、オーストリアのシュトレムに

あるバイオマス発酵プラントにおいて、市長から再生可能エネルギ

ーの研究開発の状況や、野菜クズ、牧草を利用したバイオマス発酵

プラントによる熱供給、電力供給の運転状況について説明を受けた。 

   （カ）同月２７日午前９時から午前１１時３０分まで、在オーストリア

日本国大使館において、在オーストリア大使からオーストリアの林

業や関連産業の現状、再生可能エネルギー促進の取組などの政策に

ついて説明を受けるとともに、意見交換を行った。 

 （２）イギリス外３国での現地調査について 

   ア 参加議員 

     参加議員は、戸村勝幸千葉県議会議員、大﨑雄介千葉県議会議員、

天野行雄千葉県議会議員、本清秀雄千葉県議会議員、川名寛章千葉県

議会議員、河野俊紀千葉県議会議員、茂呂剛千葉県議会議員、 本充
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千葉県議会議員及び田中宗隆千葉県議会議員の９名であった。 

   イ 現地調査に要した経費の内訳について 

     現地調査に要した経費は以下のとおりであり、政務活動に要した時

間とそれ以外の活動に要した時間の割合で確認し、按分率は９０パー

セントとした。 

   （ア）戸村勝幸千葉県議会議員 

支出内容 要した経費の額 備考 

航空運賃 ８６３，２５０円 

羽田～ロンドン、チューリ

ッヒ～ヘルシンキ、ヘルシ

ンキ～成田 

プレミアムエコノミーク

ラス利用 

リヨン～チューリッヒ 

エコノミークラス利用 

宿泊費 １７９，０００円 

ロンドン２泊、パリ１泊、

チューリッヒ１泊、ベルン

２泊、ラウマ１泊、ヘルシ

ンキ１泊 

借上げバス １１８，９００円 

イギリス国内３日間、フラ

ンス国内２日間、スイス国

内４日間、フィンランド国

内３日間 

列車代金 ８８，０００円 
ロンドン～パリ、パリ～リ

ヨン 

通訳 ９８，１００円 

イギリス１名 ３日間、フ

ランス２名 各１日間、ス

イス１名 ４日間、フィン

ランド１名 ３日間 

経費総額 １，３４７，２５０円  

うち前払分 ５３０，０００円 
領収書の日付 

平成２８年３月１７日 

政務活動費

充当額 
４７７，０００円  

   （イ）大﨑雄介千葉県議会議員 

支出内容 要した経費の額 備考 

航空運賃 ６５８，５５０円 

羽田～ロンドン、リヨン～

チューリッヒ、チューリッ

ヒ～ヘルシンキ、ヘルシン
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キ～成田 

エコノミークラス利用 

宿泊費 １３８，０００円 

ロンドン２泊、パリ１泊、

チューリッヒ１泊、ベルン

２泊 

借上げバス ８７，７００円 

イギリス国内３日間、フラ

ンス国内２日間、スイス国

内４日間 

列車代金 ８８，０００円 
ロンドン～パリ、パリ～リ

ヨン 

通訳 ７２，０００円 

イギリス１名 ３日間、フ

ランス２名 各１日間、ス

イス１名 ４日間 

経費総額 １，０４４，２５０円  

うち前払分 ４１０，０００円 
領収書の日付 

平成２８年３月１４日 

政務活動費

充当額 
３６９，０００円  

   （ウ）天野行雄千葉県議会議員 

支出内容 要した経費の額 備考 

航空運賃 １，０２３，９９０円 

羽田～ロンドン、リヨン～

チューリッヒ、チューリッ

ヒ～ヘルシンキ、ヘルシン

キ～成田 

ビジネスクラス利用 

宿泊費 １７９，０００円 

ロンドン２泊、パリ１泊、

チューリッヒ１泊、ベルン

２泊、ラウマ１泊、ヘルシ

ンキ１泊 

借上げバス １１８，９００円 

イギリス国内３日間、フラ

ンス国内２日間、スイス国

内４日間、フィンランド国

内３日間 

列車代金 ８８，０００円 
ロンドン～パリ、パリ～リ

ヨン 

通訳 ９８，１００円 

イギリス１名 ３日間、フ

ランス２名 各１日間、ス

イス１名 ４日間、フィン
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ランド１名 ３日間 

経費総額 １，５０７，９９０円  

うち前払分 ６００，０００円 
領収書の日付 

平成２８年３月１７日 

政務活動費

充当額 
５４０，０００円  

   （エ）本清秀雄千葉県議会議員 

支出内容 要した経費の額 備考 

航空運賃 １，０２３，９９０円 

羽田～ロンドン、リヨン～

チューリッヒ、チューリッ

ヒ～ヘルシンキ、ヘルシン

キ～成田 

ビジネスクラス利用 

宿泊費 １７９，０００円 

ロンドン２泊、パリ１泊、

チューリッヒ１泊、ベルン

２泊、ラウマ１泊、ヘルシ

ンキ１泊 

借上げバス １１８，９００円 

イギリス国内３日間、フラ

ンス国内２日間、スイス国

内４日間、フィンランド国

内３日間 

列車代金 ８８，０００円 
ロンドン～パリ、パリ～リ

ヨン 

通訳 ９８，１００円 

イギリス１名 ３日間、フ

ランス２名 各１日間、ス

イス１名 ４日間、フィン

ランド１名 ３日間 

経費総額 １，５０７，９９０円  

うち前払分 ６００，０００円 
領収書の日付 

平成２８年２月２９日 

政務活動費

充当額 
５４０，０００円  

   （オ）川名寛章千葉県議会議員 

支出内容 要した経費の額 備考 

航空運賃 １，０２３，９９０円 

羽田～ロンドン、リヨン～

チューリッヒ、チューリッ

ヒ～ヘルシンキ、ヘルシン

キ～成田 
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ビジネスクラス利用 

宿泊費 １７９，０００円 

ロンドン２泊、パリ１泊、

チューリッヒ１泊、ベルン

２泊、ラウマ１泊、ヘルシ

ンキ１泊 

借上げバス １１８，９００円 

イギリス国内３日間、フラ

ンス国内２日間、スイス国

内４日間、フィンランド国

内３日間 

列車代金 ８８，０００円 
ロンドン～パリ、パリ～リ

ヨン 

通訳 ９８，１００円 

イギリス１名 ３日間、フ

ランス２名 各１日間、ス

イス１名 ４日間、フィン

ランド１名 ３日間 

経費総額 １，５０７，９９０円  

うち前払分 ６００，０００円 
領収書の日付 

平成２８年３月１６日 

政務活動費

充当額 
４６９，２４８円  

   （カ）河野俊紀千葉県議会議員 

支出内容 要した経費の額 備考 

航空運賃 ８６３，２５０円 

羽田～ロンドン、チューリ

ッヒ～ヘルシンキ、ヘルシ

ンキ～成田 

プレミアムエコノミーク

ラス利用 

リヨン～チューリッヒ 

エコノミークラス利用 

宿泊費 １７９，０００円 

ロンドン２泊、パリ１泊、

チューリッヒ１泊、ベルン

２泊、ラウマ１泊、ヘルシ

ンキ１泊 

借上げバス １１８，９００円 

イギリス国内３日間、フラ

ンス国内２日間、スイス国

内４日間、フィンランド国

内３日間 
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列車代金 ８８，０００円 
ロンドン～パリ、パリ～リ

ヨン 

通訳 ９８，１００円 

イギリス１名 ３日間、フ

ランス２名 各１日間、ス

イス１名 ４日間、フィン

ランド１名 ３日間 

経費総額 １，３４７，２５０円  

うち前払分 ５３０，０００円 
領収書の日付 

平成２８年３月１日 

政務活動費

充当額 
４７７，０００円  

   （キ）茂呂剛千葉県議会議員 

支出内容 要した経費の額 備考 

航空運賃 １，０２３，９９０円 

羽田～ロンドン、リヨン～

チューリッヒ、チューリッ

ヒ～ヘルシンキ、ヘルシン

キ～成田 

ビジネスクラス利用 

宿泊費 １７９，０００円 

ロンドン２泊、パリ１泊、

チューリッヒ１泊、ベルン

２泊、ラウマ１泊、ヘルシ

ンキ１泊 

借上げバス １１８，９００円 

イギリス国内３日間、フラ

ンス国内２日間、スイス国

内４日間、フィンランド国

内３日間 

列車代金 ８８，０００円 
ロンドン～パリ、パリ～リ

ヨン 

通訳 ９８，１００円 

イギリス１名 ３日間、フ

ランス２名 各１日間、ス

イス１名 ４日間、フィン

ランド１名 ３日間 

経費総額 １，５０７，９９０円  

うち前払分 ６００，０００円 
領収書の日付 

平成２８年３月１７日 

政務活動費

充当額 
５４０，０００円  
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   （ク） 本充千葉県議会議員 

支出内容 要した経費の額 備考 

航空運賃 ６４３，２５０円 

羽田～ロンドン、リヨン～

チューリッヒ、チューリッ

ヒ～ヘルシンキ、ヘルシン

キ～成田 

エコノミークラス利用 

宿泊費 １７９，０００円 

ロンドン２泊、パリ１泊、

チューリッヒ１泊、ベルン

２泊、ラウマ１泊、ヘルシ

ンキ１泊 

借上げバス １１８，９００円 

イギリス国内３日間、フラ

ンス国内２日間、スイス国

内４日間、フィンランド国

内３日間 

列車代金 ８８，０００円 
ロンドン～パリ、パリ～リ

ヨン 

通訳 ９８，１００円 

イギリス１名 ３日間、フ

ランス２名 各１日間、ス

イス１名 ４日間、フィン

ランド１名 ３日間 

経費総額 １，１２７，２５０円  

うち前払分 ４５０，０００円 
領収書の日付 

平成２８年３月１４日 

政務活動費

充当額 
４０５，０００円  

   （ケ）田中宗隆千葉県議会議員 

支出内容 要した経費の額 備考 

航空運賃 １，０２３，９９０円 

羽田～ロンドン、リヨン～

チューリッヒ、チューリッ

ヒ～ヘルシンキ、ヘルシン

キ～成田 

ビジネスクラス利用 

宿泊費 １７９，０００円 

ロンドン２泊、パリ１泊、

チューリッヒ１泊、ベルン

２泊、ラウマ１泊、ヘルシ

ンキ１泊 
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借上げバス １１８，９００円 

イギリス国内３日間、フラ

ンス国内２日間、スイス国

内４日間、フィンランド国

内３日間 

列車代金 ８８，０００円 
ロンドン～パリ、パリ～リ

ヨン 

通訳 ９８，１００円 

イギリス１名 ３日間、フ

ランス２名 各１日間、ス

イス１名 ４日間、フィン

ランド１名 ３日間 

経費総額 １，５０７，９９０円  

うち前払分 ６００，０００円 
領収書の日付 

平成２８年３月１７日 

政務活動費

充当額 
５４０，０００円  

   ウ 現地調査の内容について 

     参加議員の説明によれば、現地調査の内容等は以下のとおりとのこ

とであった。 

   （ア）平成２８年４月１９日午前９時３０分から午前１１時５０分ま  

で、東京電力株式会社ロンドン事務所の事務所長外３名の職員から

欧州のエネルギー・気候変動政策、欧州における電力供給の全体像、

欧州における電力自由化の導入状況と今後の方向性及びイギリス

の原子力情勢について説明を受け、質疑を行った。 

   （イ）同日午後１時から午後４時まで、英国原子力産業協会（ＮＩＡ）

において、代表からイギリスの原子力発電の現状と将来像、固定価

格買取制度などの電気市場について説明を受け、質疑を行った。 

   （ウ）同日午後４時１５分から午後５時まで、サンタンデールサイクル

ズというレンタサイクルのステーションを視察し、施設の設置状況

及び運営方法について現地の状況を確認した。 

   （エ）同月２０日午後２時５０分から午後５時まで、パリにある一般社

団法人海外電力調査会欧州事務所の所長及び副所長から欧州にお

けるエネルギー政策と電力供給の全体像、電力自由化の導入と課題

等について説明を受け、質疑を行った。 

   （オ）同日午後５時１０分から午後５時４０分まで、ヴェリブというレ

ンタサイクルのスタシオン（ステーション）を視察し、施設の設置

状況及び運営方法について現地の状況を確認した。 

   （カ）同月２１日午後１時３０分から午後４時まで、フランスのリヨン

において、街の再開発と併せて、スマートコミュニティの実証実験
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を行っている国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機

構（ＮＥＤＯ）及び株式会社東芝コミュニティ・ソリューション社

の担当者からプロジェクトの概要説明を受け、質疑を行った後、事

業対象であるＨＩＫＡＲＩビルの概要説明を受けた。その後プロジ

ェクトの広報担当からプロジェクトの全体像の説明を受け、質疑を

行った。 

   （キ）同月２２日午前９時から午前１１時２０分まで、スイスのヴュー

レンリンゲン中間貯蔵施設において、担当者から施設概要について

の説明を受け、質疑を行った後、低・中レベル廃棄物の処理施設と

中間貯蔵施設を視察した。 

   （ク）同日午後１時３０分から午後４時２０分まで、スイスのモンテリ

岩盤研究所において、施設責任者から施設概要の説明を受け、質疑

を交わした後、地下研究施設で研究施設及び研究結果について説明

を受けた。 

   （ケ）同日午後６時３０分から午後７時３０分まで、在スイス日本国大

使館の一等書記官から翌日に視察をする予定のベルンエネルギー

センターやパークアンドライド施設の概要、スイスのエネルギー政

策の概要について説明を受け、質疑を行った。 

   （コ）同月２３日午前９時５５分から午前１１時２５分まで及び午後１

時３５分から午後３時５分まで、スイスのベルンエネルギーセンタ

ー、パークアンドライドを実施するためのニューフェルド駐車場、

市内へのアクセス手段であるトラムやトロリーバスを視察し、施設

の設置状況や運営方法、公共交通機関の運転状況について現地の状

況を確認した。 

   （サ）同月２５日午前９時から午後０時３５分まで、フィンランドのオ

ルキルオト島にあるオンカロ中濃度レベル廃棄物施設及びオンカ

ロ展示施設において、担当者の説明のもと、中・低レベル廃棄物施

設のプールを視察し、説明を受け、質疑を行った。 

   （シ）同月２６日午前９時５０分から午前１１時３０分まで、フィンラ

ンド雇用経済省において、エネルギー局長からフィンランドのエネ

ルギー政策の概要と原子力政策について説明を受けるとともに、質

疑を行った。 

   （ス）同日午後１時５分から午後２時２０分まで、在フィンランド日本

国大使館において、特命全権大使、公使参事官及び一等書記官と欧

州におけるエネルギー政策や原子力政策について意見交換を行い、

フィンランドのエネルギー政策の概要と再生可能エネルギー、原子

力政策の概要などについて説明を受けた。 

 

 ５ 政務活動費による支出の年度の区分について 
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 （１）政務活動費条例の規定について 

    政務活動費条例第１１条において、「知事は、会派又は議員がその年

度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派又は議員がそ

の年度において行った政務活動費による支出（第２条に規定する政務活

動費を充てることができる経費の範囲に従って行った支出をいう。）の

総額を控除して残余がある場合は、当該残余の額に相当する額の政務活

動費の返還を命ずることができる。」と規定されている。 

 （２）県における政務活動費による支出の年度の区分について 

    県では、政務活動費に係る支出の計上時期を現金の支出の時点とする、

いわゆる現金主義を基本とし、領収書の日付により年度の区分を行って

いる。したがって、雑誌等の年間購読料の支払や事務機器の年間使用料

の支払など次年度に行われる政務活動に関する経費を当年度の政務活動

費により前払いすることもあり、また、公共料金の支払など前年度に行

った政務活動に関する経費を当年度の政務活動費により後払いすること

もある。 

 （３）イギリス外３国での現地調査に要した経費について 

    前記４（２）イのとおり、イギリス外３国での現地調査に要した経費

のうち前払分が平成２８年２月２９日から同年３月１７日の間に支出さ

れ、平成２７年度に交付された政務活動費が充当された。 

 

第６ 判断 

 １ 政務活動費の返還を求める請求について 

 （１）請求人は、「政務活動費が議員に支給される理由は「議員の審議能力

を強化し地方議会の活性化を図る」ためである。従って、政務活動費の

「調査研究費」は、議員が議会で議案を審議するために必要な調査研究

の費用の補助として認められている経費である。」、「ところが、本件

議員たちがした「調査」と称する活動は、特定の議案を審議するためで

もなく、新たな議案を提案するための活動でもない。従って、議員たち

の本件活動の経費は「調査研究費」の交付の対象ではなく、政務活動費

としての支出は違法である。」、「本件調査報告書には議員たちが「人

の話を聞くことで知った事実」は記載されているが「調べるという作業

によって明らかになった事実」は何も記載されていない。つまり、議員

たちは「調べる」という作業をしていないのである。」などと主張して

いる。 

 （２）法第１００条第１４項において、政務活動費は、条例の定めるところ

により、議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の

一部として交付することができる旨規定されている。 

    これは、地方公共団体の議会の審議能力を強化し、議員の調査研究活
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動の基盤の充実を図るため、議会における会派又は議員に対する調査研

究の費用等の助成を行うことにより、議員の調査研究等に資するという

ものである（最高裁第一小法廷平成１７年（行フ）第２号平成１７年  

１１月１０日決定参照）。 

    ところで、議員の調査研究活動は多岐にわたり、その調査対象の選定

や調査方法及び内容については、議員としての調査研究の範囲を逸脱し

ない限り、比較的広範に自由な裁量を認めていると解されるものであり、

支出の対象となった活動に調査研究の実績があると認められる限りは、

政務活動費をどのように使用するかは議員の自主性及び自立性を尊重し、

当該議員の裁量を広く認めるものである（函館地裁平成１８年（行ウ）

第１号平成２０年５月１６日判決参照）。 

    ただし、政務活動費が公費を原資としていることに照らすと、議員の

裁量が無制限に認められると言うわけではない。 

    政務活動費を充てることができる経費として、政務活動費条例第２条

において「会派及び議員が実施する調査研究、研修、広聴広報、要請陳

情、住民相談、各種会議への参加等県政の課題及び県民の意思を把握し、

県政に反映させる活動その他の住民福祉の増進を図るために必要な活動

に要する経費」と規定されており、調査対象については、県政との関連

性が求められるだけではなく、経費の内容、調査期間等に照らし、必要

かつ合理的なものであることを要すると言うべきである。 

 （３）よって、以下において、ドイツ外２国での現地調査及びイギリス外３

国での現地調査について、調査研究の実績、県政との関連性、必要性及

び合理性の有無を検討する。 

   ア ドイツ外２国での現地調査について 

   （ア）前記第５ ４（１）ウ（ア）によれば、平成２７年５月２０日午

後３時から午後４時３０分まで、ドイツのドレスデンにあるザクセ

ン州の議事堂において、議会広報担当から議会の概要、議事堂の設

計コンセプト、民間や学会による施設の利用状況の説明を受け、質

疑及び施設の視察を行っており、調査が行われたものと評価できる。

また、議会棟の利活用の調査であることから県政との関連性が認め

られる。 

   （イ）前記第５ ４（１）ウ（イ）によれば、同月２１日午前１０時か

ら午後４時３０分まで、ドイツのリーチェンにあるオオカミ情報セ

ンター及びオオカミ研究センターにおいて、ザクセン州環境農林省

の担当者からドイツ政府が取り組んでいるオオカミを活用した生

態系の再生、有害鳥獣対策、オオカミと人との共生などについて説

明を受け、その後、各担当者からの説明を受けながら視察を実施し

質疑を行っており、調査が行われたものと評価できる。また、本県

において有害鳥獣対策は課題であることから県政との関連性が認
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められる。 

   （ウ）前記第５ ４（１）ウ（ウ）によれば、同月２２日午後４時から

午後５時３０分まで、在チェコ日本国大使館において、在チェコ公

使からチェコ国内における外国資本の投資状況、日本企業の進出状

況などの説明を受けるとともに意見交換を行っており、調査が行わ

れたものと評価できる。また、県内企業の海外展開についての参考

とするためであり県政との関連性が認められる。 

   （エ）前記第５ ４（１）ウ（エ）によれば、同月２５日午後１時から

午後４時まで、オーストリアのギュッシングにあるギュッシングリ

ニューアブルエナジー社木質バイオマス発電プラント及び木材乾

燥プラントにおいて、担当者からギュッシング市における木質バイ

オマス発電等の再生可能エネルギーの導入に伴う企業進出、雇用拡

大、税収の増加などの説明を受けた後、木質バイオマス発電プラン

トの稼働状況及び同エネルギーの活用状況を視察し、質疑を行い、

また、再生可能エネルギー研究施設において、木質チップをガス化

し発電効率を向上させる装置やガスをバイオ軽油に変換できる装

置など最先端の技術を持つ施設を視察しており、調査が行われたも

のと評価できる。また、県内においてバイオマスを活用した再生可

能エネルギーの導入を検討する上での参考として、県政との関連性

が認められる。 

   （オ）前記第５ ４（１）ウ（オ）によれば、同月２６日午前９時から

正午まで、オーストリアのシュトレムにあるバイオマス発酵プラン

トにおいて、市長から再生可能エネルギーの研究開発の状況や、野

菜クズ、牧草を利用したバイオマス発酵プラントによる熱供給、電

力供給の運転状況について説明を受けており、調査が行われたもの

と評価できる。また、県内においてバイオマスを活用した再生可能

エネルギーの導入を検討する上での参考として、県政との関連性が

認められる。 

   （カ）前記第５ ４（１）ウ（カ）によれば、同月２７日午前９時から

午前１１時３０分まで、在オーストリア日本国大使館において、在

オーストリア大使からオーストリアの林業や関連産業の現状、再生

可能エネルギー促進の取組などの政策について説明を受けるとと

もに意見交換を行っており、調査が行われたものと評価できる。ま

た、県内における林業関係産業の振興、森林環境の保全、バイオマ

スを活用した再生可能エネルギーの導入を検討する上での参考と

して、県政との関連性が認められる。 

   （キ）以上のとおり、ドイツ外２国での現地調査については、調査が行

われたものと評価でき、県政との関連性も認められる。経費につい

てもその内容は、航空運賃、宿泊費、借上げバス及び通訳であり、
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不適切な項目は含まれておらず、調査期間とも照らして、必要性・

合理性に欠けると言うことはできない。 
      したがって、本件現地調査を政務活動費の対象となる調査研究活

動であると認めた知事の判断が不適切であるとは言えないから、ド

イツ外２国での現地調査に充てられた政務活動費は、不当利得であ

り知事が返還請求権を行使しないことは財産の管理を怠る事実で

あるとの請求人の主張には理由がない。 

   イ イギリス外３国での現地調査について 

   （ア）前記第５ ４（２）ウ（ア）によれば、平成２８年４月１９日午

前９時３０分から午前１１時５０分まで、東京電力株式会社ロンド

ン事務所の事務所長外３名の職員から欧州のエネルギー・気候変動

政策、欧州における電力供給の全体像、欧州における電力自由化の

導入状況と今後の方向性及びイギリスの原子力情勢について説明

を受け、質疑を行っており、調査が行われたものと評価できる。ま

た、本県における電力の安定供給、電源構成の在り方、再生可能エ

ネルギー発電所の電力系統への接続問題、固定価格買取制度の影響

などの対応を検討する上での参考として、県政との関連性が認めら

れる。 

   （イ）前記第５ ４（２）ウ（イ）によれば、同日午後１時から午後４

時まで、英国原子力産業協会（ＮＩＡ）において、代表からイギリ

スの原子力発電の現状と将来像、固定価格買取制度などの電気市場

について説明を受け、質疑を行っており、調査が行われたものと評

価できる。また、本県における電源構成の在り方、再生可能エネル

ギー拡大の影響、固定価格買取制度の影響などの対応を検討する上

での参考として、県政との関連性が認められる。 

   （ウ）前記第５ ４（２）ウ（ウ）によれば、同日午後４時１５分から

午後５時まで、サンタンデールサイクルズのステーションを視察し、

施設の設置状況及び運営方法について現地の状況を確認しており、

調査が行われたものと評価できる。また、本県における環境対策、

地域振興策を推進する上での自転車の活用の参考として県政との

関連性が認められる。 

   （エ）前記第５ ４（２）ウ（エ）によれば、同月２０日午後２時５０

分から午後５時まで、パリにある一般社団法人海外電力調査会欧州

事務所の所長及び副所長から欧州におけるエネルギー政策と電力

供給の全体像、電力自由化の導入と課題等について説明を受け、質

疑を行っており、調査が行われたものと評価できる。また、本県に

おける電力の安定供給、電源構成の在り方、再生可能エネルギーの

影響などへの対応を検討する上での参考として県政との関連性が

認められる。 
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   （オ）前記第５ ４（２）ウ（オ）によれば、同日午後５時１０分から

午後５時４０分まで、ヴェリブのスタシオンを視察し、施設の設置

状況及び運営方法について現地の状況を確認しており、調査が行わ

れたものと評価できる。また、本県における環境対策、地域振興策

を推進する上での自転車の活用の参考として県政との関連性が認

められる。 

   （カ）前記第５ ４（２）ウ（カ）によれば、同月２１日午後１時３０

分から午後４時まで、フランスのリヨンにおいて、街の再開発と併

せて、スマートコミュニティの実証実験を行っている国立研究開発

法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）及び株式会

社東芝コミュニティ・ソリューション社の担当者からプロジェクト

の概要説明を受け、質疑を行った後、事業対象であるＨＩＫＡＲＩ

ビルの概要説明を受け、その後、プロジェクトの広報担当からプロ

ジェクトの全体像の説明を受け、質疑を行っており、調査が行われ

たものと評価できる。また、本県におけるスマートコミュニティ導

入の参考として、県政との関連性が認められる。 

   （キ）前記第５ ４（２）ウ（キ）によれば、同月２２日午前９時から

午前１１時２０分まで、スイスのヴューレンリンゲン中間貯蔵施設

において、担当者から施設概要についての説明を受け、質疑を行っ

た後、低・中レベル廃棄物の処理施設と中間貯蔵施設を視察してお

り、調査が行われたものと評価できる。また、日本では使用済核燃

料の最終処分場の建設は全都道府県が対象となっていることから、

海外で先進的に進められている最終処分場の建設や地域の住民の

理解を得るための活動についての調査であり、県政との関連性がな

いとは言えない。 

   （ク）前記第５ ４（２）ウ（ク）によれば、同日午後１時３０分から

午後４時２０分まで、スイスのモンテリ岩盤研究所において、施設

責任者から施設概要の説明を受け、質疑を交わした後、地下研究施

設で研究施設及び研究結果について説明を受けており、調査が行わ

れたものと評価できる。また、日本では使用済核燃料の最終処分場

の建設は全都道府県が対象となっていることから、海外で先進的に

進められている最終処分場の建設や地域の住民の理解を得るため

の活動についての調査であり、県政との関連性がないとは言えない。 

   （ケ）前記第５ ４（２）ウ（ケ）によれば、同日午後６時３０分から

午後７時３０分まで、在スイス日本国大使館の一等書記官から翌日

に視察をする予定のベルンエネルギーセンターやパークアンドラ

イド施設の概要、スイスのエネルギー政策の概要について説明を受

け、質疑を行っており、調査が行われたものと評価できる。また、

本県における再生可能エネルギーの導入、交通施策としてのパーク
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アンドライドの導入の参考とする上で、県政との関連性が認められ

る。 

   （コ）前記第５ ４（２）ウ（コ）によれば、同月２３日午前９時５５

分から午前１１時２５分まで及び午後１時３５分から午後３時５

分まで、スイスのベルンエネルギーセンター、パークアンドライド

を実施するためのニューフェルド駐車場、市内へのアクセス手段で

あるトラムやトロリーバスを視察し、施設の設置状況や運営方法、

公共交通機関の運転状況について現地の状況を確認しており、調査

が行われたものと評価できる。また、本県における再生可能エネル

ギーの導入、交通施策としてのパークアンドライドの導入の参考と

する上で、県政との関連性が認められる。 

   （サ）前記第５ ４（２）ウ（サ）によれば、同月２５日午前９時から

午後０時３５分まで、フィンランドのオルキルオト島にあるオンカ

ロ中濃度レベル廃棄物施設及びオンカロ展示施設において、担当者

の説明のもと、中・低レベル廃棄物施設のプールを視察し、説明を

受け、質疑を行っており、調査が行われたものと評価できる。また、

日本では使用済核燃料の最終処分場の建設は全都道府県が対象と

なっていることから、海外で先進的に進められている最終処分場の

建設や地域の住民の理解を得るための活動についての調査であり、

県政との関連性がないとは言えない。 

   （シ）前記第５ ４（２）ウ（シ）によれば、同月２６日午前９時５０

分から午前１１時３０分まで、フィンランド雇用経済省において、

エネルギー局長からフィンランドのエネルギー政策の概要と原子

力政策について説明を受けるとともに、質疑を行っており、調査が

行われたものと評価できる。また、本県における電力の安定供給、

電源構成の在り方、再生可能エネルギーの拡大の影響などを検討す

る上での参考として、県政との関連性が認められる。 

   （ス）前記第５ ４（２）ウ（ス）によれば、同日午後１時５分から午

後２時２０分まで、在フィンランド日本国大使館において、特命全

権大使、公使参事官及び一等書記官と欧州におけるエネルギー政策

や原子力政策等について意見交換を行い、フィンランドのエネルギ

ー政策の概要と再生可能エネルギー、原子力政策の概要などについ

て説明を受けており、調査が行われたものと評価できる。また、本

県における電力の安定供給、電源構成の在り方、再生可能エネルギ

ーの拡大の影響などを検討する上での参考として、県政との関連性

が認められる。 

   （セ）以上のとおり、イギリス外３国での現地調査については、調査が

行われたものと評価でき、県政との関連性も認められる。経費につ

いてもその内容は、航空運賃、宿泊費、借上げバス、列車代金及び
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通訳であり、不適切な項目は含まれておらず、調査期間とも照らし

て、必要性・合理性に欠けると言うことはできない。 
      したがって、本件現地調査を政務活動費の対象となる調査研究活

動であると認めた知事の判断が不適切であるとは言えないから、イ

ギリス外３国での現地調査に充てられた政務活動費は、不当利得で

あり知事が返還請求権を行使しないことは財産の管理を怠る事実

であるとの請求人の主張には理由がない。 

 （４）請求人は、政務活動費の収支は年度単位で計算され、平成２７年度に

交付された政務活動費は同年度中に行う政務活動のみに支出することが

できるところ、イギリス外３国での現地調査に係る政務活動費について

は、平成２７年度に交付された政務活動費を平成２８年度に行う政務活

動に支出しており、違法な支出であるから、返還されるべきであると主

張しているものと解される。 

    政務活動費による支出の年度の区分については、支出の計上時期を現

金の支出時とする基準を採用することも許される（東京高裁平成２２年

（行コ）第２４２号平成２２年１１月５日判決参照。）とされている。 

    知事は、前記第４ ５（１）エのとおり政務活動費による支出の計上

時期を現金の支出時とする旨述べており、法その他の関係法令にそのよ

うな取扱いを禁止する定めもないことから、上記判決に照らしても適正

な取扱いであると認められる。 

    よって、請求人の主張には理由がない。 

 

 ２ 結論 

   以上のとおり、本件措置請求には理由がないからこれを棄却することと

し、前記「第１ 結論」のとおり決定する。 



 































































































住民監査請求に対する意見書  

 

1 政務活動費の概要 

（１）条例及び規程制定等の経緯 

平成１２年に、地方議員の調査活動基盤を充実させる観点から、調査研究費等の助成

を制度化する地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。)の一部改正

が行われ（平成１２年法律第８９号）、第１００条に新たに２項が加えられた。 

千葉県においては、この法の一部改正を受けて、平成１３年２月定例県議会に条例案

が議員発議され、全会一致により「千葉県政務調査費の交付等に関する条例（平成１３

年千葉県条例第１号。以下「条例」という。）」が制定された。 

この条例に基づき「千葉県政務調査費の交付等に関する規程（平成１３年千葉県議会

告示第２号。以下「規程」という。)」が制定され、条例と併せて平成１３年４月１日

から施行された。 

また、各会派代表者及び議員に対して平成１３年６月２１日付け千議第８２号千葉県

議会議長（以下「議長」という。）通知により政務調査費使途基準運用の詳細について

周知が図られるとともに、「政務調査費運用の手引き」が作成された。 

さらに、政務調査費の制度発足後、各地の議会において住民監査請求、住民訴訟等に

より不適切な支出が指摘される例が見受けられ、政務調査費の使途の透明性の確保がよ

り強く求められたことを受けて、本県においては平成１９年４月の県議会議員の改選を

機に、議長の諮問機関として設置された各会派から選任された議員を構成員とする「千

葉県議会あり方検討委員会」（以下「検討委員会」という。）において「政務調査費のあ

り方」についての協議が重ねられた。そして、翌平成２０年１２月、検討委員会からの

答申に基づき、平成２１年度交付分の政務調査費から、収支報告書及び領収書その他の

証拠書類、会計帳簿、現地調査又は先進地視察実施報告書(以下「収支報告書等」とい

う。)の写しを閲覧の対象とする趣旨の条例の一部改正（平成２０年千葉県条例第５８

号）が行われ、この一部改正を受けて、規程についても所要の改正（平成２０年千葉県

議会告示第４号）を行うとともに、政務調査費の支出にあたっての留意事項及び使途基

準の運用指針となる「政務調査費の手引き」（以下「手引き」という。）が作成され、そ

れぞれ平成２１年４月１日から施行、運用が開始された。 

  その後、平成２４年９月に法が一部改正され（平成２４年法律第７２号）、これまでの

【別添２】 



政務調査費は「政務活動費」と名称変更し、交付目的も「議員の調査研究に資するため」

から「議員の調査研究その他の活動に資するため」と改められた。また、政務活動費を

充てることができる経費の範囲についても、条例で定めなければならないこととされる

とともに、新たに１項（第１６項）が加えられ、議長は、政務活動費についての使途の

透明性の確保に努めることとされたところである。 

千葉県においては、この法改正を受けて、平成２５年３月、条例及び規程が一部改正

（平成２５年千葉県条例第２６号及び平成２５年３月千葉県議会告示第２号）され、平

成２５年３月１日より施行され、平成２５年度の交付分から適用されている。また、併

せて「手引き」の改訂も行われ、名称も「政務活動費の手引き」と改称、平成２５年度

交付分から運用が開始された。 

 

（２）政務活動費を充てることのできる経費の範囲 

条例第２条第１項において「政務活動費は、会派及び議員が実施する調査研究、研修、

広聴広報、要請陳情、住民相談、各種会議への参加等県政の課題及び県民の意思を把握

し、県政に反映させる活動その他の住民福祉の増進を図るために必要な活動（以下「政

務活動」という。）に要する経費に対して交付する。」とされ、同条２項において「政務

活動費は、別表に定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。」と

されている。 

当該別表においては、項目を、①調査研究費 ②研修費 ③会議費 ④資料購入費 

⑤資料作成費 ⑥広報費 ⑦事務所費 ⑧事務費 ⑨人件費 ⑩その他の政務活動に必

要な経費の１０項目に分類し、それぞれ政務活動費の対象となる内容が規定されている。 

 

（３）交付の対象、交付金額等 

条例第３条において「政務活動費は、千葉県議会の会派（所属議員が１人であるも

のを含む。以下同じ。）及び議員の職にある者に対し交付する。」とされており、会派及

び議員に対する交付金額については、条例第４条第１項において「会派に係る政務活動

費の月額は、５万円に当該会派の所属議員の数（以下「所属議員数」という。）を乗じ

て得た額とする。」とされており、第５条第１項において「議員に係る政務活動費の月

額は、３５万円とする」とされている。 

 



（４）交付の決定等 

条例第８条において、知事は、議長から会派及び議員についての通知があったときは、

政務活動費の交付又は交付の変更の決定を行い、会派の代表者又は議員に通知しなけれ

ばならない旨が規定されている。 

 

（５）請求及び交付 

条例第９条において、知事から交付決定の通知を受けた会派の代表者及び議員は、四

半期の最初の月の１０日までに定められた様式により当該四半期分の政務活動費を知

事に対して請求し、知事は請求のあった場合は速やかに交付する旨が規定されている。 

 

（６）収支報告等 

条例第１０条第１項において「会派の代表者及び議員は、政務活動費に係る収入及び

支出の報告書（以下「収支報告書」という。）を、別記様式により年度の末日の翌日か

ら起算して３０日以内に議長に提出しなければならない。」とされており、さらに、同

条第４項において、収支報告書には、政務活動費の支出に係る領収書その他の証拠書類

の写し、当該収支報告書に係る会計帳簿の写し、支出に関する書類のうち議長が別に定

める書類を添付しなければならない旨が規定されており、規程第６条第４項において、

当該議長が別に定める書類とは「現地調査又は先進地視察結果報告書の写し」とされて

いる。 

また、収支報告書の提出を受けた議長は、規程第７条第１項により「収支報告書の提

出を受けたときは、その写しを速やかに知事に送付しなければならない。」とされている。 

  

（７）政務活動費の返還 

条例第１１条において「知事は、会派又は議員がその年度において交付を受けた政務

活動費の総額から、当該会派又は議員がその年度において行った政務活動費による支出

（第２条に規定する政務活動費を充てることができる経費の範囲に従って行った支出

をいう。）の総額を控除して残余がある場合は、当該残余の額に相当する額の政務活動

費の返還を命ずることができる。」とされている。 

 

 



（８）収支報告書等の閲覧 

条例第１２条第３項において、議長は、収支報告書等に記載されている情報のうち千

葉県議会情報公開条例（平成１３年千葉県条例第４９号）第８条に規定する不開示情報

を除き、閲覧に供するものとする旨が規定されている。 

 

（９）透明性の確保等 

条例第１３条第１項において、「議長は、第１０条各項の規定により収支報告書が提

出されたときは、政務活動費の適正な運用を期するため、会派又は議員に対し、政務活

動費に関し必要な報告を求め、又は関係する書類の調査を行うことができる。」とされ

ており、また、同条第２項において、議長は、政務活動費については、その使途の透明

性の確保に努めるものとする旨が規定されている。 



２ 請求人の主張に対する知事の意見 

＜請求人の主張の概要＞ 

請求人が、監査請求の理由、第一 監査請求の概要、第２ 違法な支出とその論点 

において主張する内容は、概ね次のとおりと考えている。 

（１ 論点１）について 

  ア 議員たちがした「調査」と称する活動は、特定の議案を審議するためでもなく、

新たな議案を提案するための活動でもない。したがって、議員たちの本件活動の経

費は「調査研究費」の交付の対象ではなく、政務活動費としての支出は違法である。 

  イ 議員たちが作成した「先進地視察報告書」の記載内容からすると、様々な先進的

な試みがなされている地域・企業を訪れ、現地「調査」をしたということであるが、

これは、先進地「調査」と呼ばれる活動である。条例上、先進地「視察」の費用は

「研修費」として政務活動費の支出対象として認められるが、先進地「調査」の

費用は「調査研究費」として政務活動費の支出対象として認められていない。 

（２ 論点２）について 

一般に「調査」とは、何らかの具体的な課題解決を目指している者が、不明な点が

生じたことから、一定の「目的」のために、予め調査「事項」と調査「方法」を定め、

その調査事項を調査方法によって調べ、新たな真実を解明・認知して、問題解決に役立

てる作業である。 

議員たちは「調査（調べること）」と呼ばれる作業を行っておらず、従って調査の

成果物もない。公金を使った調査である以上、報告書は公表され一般の利用に供される

べきであるが、調査の成果物が無いから公表に値する調査報告書は作成されていない。

政務活動費関連文書としての公表は、公金支出の適正を担保するものであり、調査結果

を利用する目的はない。 

（３ 論点３）について 

議員たちの活動は、条例が「研修費」として定める「先進地視察」をしたかのような

外観を呈しているが議員たちが作成した「先進地視察報告書」に記載されている目的は、

議会で審議される議案との関連性がなく、地方議会の活性化には役立たず、研修費の

補助の対象ではない。 

また、「先進地視察報告書」は全く同一の報告書であり、これでは「研修」をした

ことにはならない。調査活動では、複数の者が手分けして調査しても、１通の報告書と



なるのが通常。しかし、研修を受けて提出するレポートが全く同一であれば、研修効果

はゼロである。 

（４ 論点４）について 

  平成２７年度に交付された政務活動費は同年度中に行う政務活動のみに支出すること

ができるものであるが、「イギリス等見聞活動」の議員たちは、平成２７年度に交付

された政務活動費を平成２８年度に行う政務活動のために支出しており、会計年度違反

が認められる。 

 

＜知事の意見＞ 

請求人が主張する内容に関し、次の（１）～（４）のとおり内容を整理し意見を述べる。 

（１）調査研究の範囲、事項及び方法について 

  県議会は議案の審査・議決と県の事務に関する調査をする責務があるが、県の事務は

極めて広範に及んでいるから、県議会の調査の範囲も広範に及ぶことになる。したがって、

県議会の構成員である議員の調査研究の範囲も広範なものとならざるを得ない。また、

県の事務の実情や課題はその時々の情勢により変化するものであること、議員は自己の

政策理念や信条に基づき自主的に活動するものであること、今後の県政の在り方や優先

課題をどのように考えるかは高度の政策的な判断を伴うことを考えると、個々の議員が

県の広範な事務のうちどのような事項につきどのような方法で調査研究を行うかは、

議会における議員としての活動と合理的な関連性がないと認められる場合や県の事務

に関する調査をするに当たり必要性がないと認められる場合には使途基準に適合しない

ことが明らかであるが、そうでなければ当該議員の使途基準に準拠した合理的な判断に

委ねられている（東京高等裁判所平成２５年（行コ）第９６号政務調査費返還請求控訴

事件も同趣旨）ものと考えられる。 

 

（２）本件調査と県政との関連性について 

本件支出は、条例別表一の項「調査研究費」・「県政に関する調査研究に要する経費で、

おおむね次に掲げるもの」のうち、「四 現地調査を行う場合における準備のための

会議に要する経費、旅費、自動車等の借上げに要する経費、調査結果の取りまとめに

要する経費その他これらに類する経費」としての支出である。なお、政務活動費の運用

指針において、海外における「現地調査」を実施する場合には、行程について、「公的



機関等を訪問のうえ現地の状況を聴取するなどの調査活動に伴う経費が対象であり、

単に知識、素養を得る目的で観光地等を視察して回る、観光旅行と受け取られかねない

ものについては政務活動費を充てることはできない」としている。 

  本件支出に関して関係議員より、関係書類の提示や説明を受けたところ、調査目的等

は以下のとおりであった。 

ア ドイツ・チェコ・オーストリアにおける海外調査 

 ○調査目的 

ドイツのオオカミを活用した有害鳥獣対策の現況及び木質バイオマス先進国が

行っている同資源の活用状況と本県への導入の可否についての調査 

   ○県政との関連性等 

本県では、①有害鳥獣被害防止対策の強化、②資源循環型社会を構築するための

バイオマス資源の利活用推進、③荒廃森林の増加などを背景とする間伐材などの

バイオマス資源の有効活用や再生可能エネルギー導入の支援 を千葉県総合計画の

中で位置付けている。 

 

イ イギリス・フランス・スイス・フィンランドにおける海外調査 

○調査目的 

電源県の行政を担う本県の議員として、総合的なエネルギー政策について、エネ

ルギー新戦略「エネルギー２０２０」及び「エネルギーロードマップ２０５０」へ

の欧州各国におけるエネルギー政策や核燃料サイクルの実態についての視察調査

及び意見交換 

○県政との関連性等 

当該海外調査は、千葉県議会の超党派の議員で構成される議員連盟の一つ、「千葉県

資源エネルギー問題懇話会」の海外調査として実施されたものである。 

当該懇話会は、平成４年に「本県経済社会のエネルギー基盤の強化の推進を図る

ことにより、県民の生活の安定、向上と経済の円滑な運営に寄与すること」を目的

に、県民の日々の生活に密着した問題であるエネルギー政策について包括的な調査

研究を実施している。 

日本の新たなエネルギー政策の方向性は国が示すものであるが、本県は、複数の

火力発電所を有するなど、首都圏への安定的な電力供給を担う国内でも重要な電源



県であり、その県議会議員として、国内外の諸情勢を踏まえ、総合的なエネルギー

政策について明確なスタンスを持ち、政府に対して意見を発信すべき立場（地方自

治法第９９条も参照）にあるとの認識のもと、公的機関等を訪問のうえ現地の状況

を聴取するなどにより行った調査活動である。 

なお、今回の調査は、再生可能エネルギーの固定価格買取制度（FIT）の導入と

その課題、エネルギー政策としてだけでなく環境対策、地域・観光振興策としても

有効なレンタル自転車の導入など、複合的な視点を持って行っている。 

 

以上のとおり、２件の海外調査については、調査目的や調査先の選定、県政との関

連性など、議員の合理的な判断に基づき実施されたものであり、その調査方法も運用指針

で示された「公的機関等を訪問のうえ現地の状況を聴取するなどの調査活動」がとられ

ていることから、政務活動として支出することは問題ないと考える。 

 

（３）現地調査又は先進地視察実施報告書について 

政務活動費の制度は、議会の審議能力を強化し、議員の調査研究活動の基盤の充実を

図るため、議会における会派又は議員に対する調査研究の費用等の助成を制度化し、

併せて政務活動費の使途の透明性を確保しようとしたものである。政務活動費の使途の

透明性を確保するための手段として、政務活動費の交付の対象及び政務活動費を充てる

ことができる経費の範囲を条例で定めることとし、また、条例の定めるところにより

政務活動費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出することを定めており、地方自治法

は、その具体的な報告の程度、内容等については、各地方公共団体がその実情に応じて

制定する条例の定めに委ねることとしている。 

  本県においては、平成２０年の条例改正により、収支報告書に、領収書その他の証拠

書類の写し及び会計帳簿の写しのほか、支出に関する書類のうち議長が別に定める書類

として「現地調査又は先進地視察実施報告書」の様式を規定した上で、その写しを添付

して議長に提出するものとし、これらの閲覧もできることとしている。ただし、収支

報告書に添付する「現地調査又は先進地視察実施報告書」の写しは、支出に関する書類

として作成・提出を求めるものであり、これとは別に調査研究・先進地視察の結果を

まとめた書面を作成するべきか否か、また、仮に作成した場合にどのように取り扱う

べきかについてまで定めていない。 



  これは、「議員による調査研究活動は、一般に外部から容喙（ようかい）されるべきもの

ではないから、政務活動費の支出の適法性の判断は、原則として自律的な判断に委ね

られるべきであるが、他方で、これが公費を原資としていることに照らすと、収支の

状況はできるだけ透明性を確保することが望ましい」（名古屋高等裁判所平成２３年

（行コ）第３５号住民訴訟控訴事件）とされているように、議員の調査研究活動の自由の

確保と政務活動費の使途の透明性の確保、双方の重要性を考慮した上で、議会内の検

討委員会において調整した結果であると考える。 

 

（４）会計年度について 

条例上、「会派又は議員がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から、

当該会派又は議員がその年度において行った政務活動費による支出…の総額を控除して

残余がある場合は、当該残余の額に相当する額の政務活動費の返還」としており、当該

年度の支出の対象となるものは、交付を受けた年度中に行った政務活動ではなく、当該

年度中に行った政務活動費による支出とされていることから問題ない。 

 

３ 結 論 

 以上のとおり、請求人が指摘するいずれの海外調査に関する政務活動費の支出についても、

条例、規程、手引きにおける使途基準、運用指針に準拠し適切に処理されており、請求人

が本請求の対象とした議員らの政務活動費の支出は適正なものであると考える。 


